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O金沢市議会委員会条例の一部を改正する条例

(議会事務局)
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金沢市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 3年 3月 19日

金沢市長 山

。金沢市条例第 1号

金沢市議会委員会条例の一部を改正する条例

里子 之 義

第 1条 金沢市議会委員会条例(昭和38年条例第38号)の一部を次のように改正する。

第 2条第 3号中エをオとし、ウの次に次のように加える。

エ 教育委員会の所管に属する事項(青少年野外体験施設、金沢市教育プラザ地域

教育センター及び金沢市長土塀青少年交流センターに係る青少年の育成に関する

事項に限る 。)

第 2条第 5号ウ中「事項」の次に i(青少年野外体験施設、金沢市教育プラザ地域教

育センター及び金沢市長土塀青少年交流センターに係る 青少年の育成に関する事項を除

く。)Jを加える 。

第 2条 金沢市議会委員会条例の一部を次のように改正する。

第 2条第 3号イ 中 「福祉局」を 「福祉健康局」に改め、同号ウ 中 「保健局」を「こど

も未来局」に改め、同号中エを削り 、オをエとし、同条第 5号ウ中 i(青少年野外体験

施設、金沢市教育プラザ地域教育センター及び金沢市長土塀青少年交流センターに係る

青少年の育成に関する事項を除く 。)Jを削る。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 2条の規定は、令和 3年 4月 1日か

ら施行する。

2 この条例の施行の際現に第 1条の規定による改正前の金沢市議会委員会条例第 2条の

市民福祉常任委員会及び文教消防常任委員会の常任委員、委員長及び副委員長に選任さ

れている者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第 1条の規定による改正後の金沢市

議会委員会条例第 2条の市民福祉常任委員会及び文教消防常任委員会の常任委員、委員

長及び副委員長に選任されたものとみなす。
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